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 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定により

提出します。 
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                    むつ市議会議員   村 中  浩 明 

                       同      住 吉  年 広 

                       同      白 井  二 郎 

                       同      濵 田  栄 子 

                       同      佐 藤  広 政 

                       同      冨 岡  幸 夫 

                       同      岡 崎  健 吾 

                       同      佐々木  隆 徳 

                       同      浅 利  竹二郎 

                       同      佐々木    肇 

                       同      大 瀧  次 男 

            



（提案理由） 

  

本案は、むつ市議会会議規則において、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調

整を行うための場」として規定しているもののうち、会派代表者会議に出席した場合の

費用弁償について、日当を支給することとするほか、所要の条文整理をするため、提案

するものであります。 



むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を  
改正する条例  

 
 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年むつ市

条例第６４号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項中「定例会」を「招集された定例会」に、「又は法」を「）又

は法」に、「）に出席したとき」を「に出席したとき」に改め、同条第２項

中「委員会」を「招集された委員会」に改め、「（会派代表者会議を除く。）」

を削る。  

 
  附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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